
判
決
書
入
手
の
経
緯

件
数

会
員
か
ら
の
提
供

１０

情
報
公
開
法
に
よ
る

開
示
請
求

１１

裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
及
び
判
例
雑
誌

１１

合

計

３２

自：

西
暦

２
０
１
２
０
１
０
１

至：

西
暦

２
０
１
２
１
２
３
１

平
成
２４
年

補
佐
人
税
理
士
の
活
躍
を
讃
え
る
！

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
最
新
事
情

は
じ
め
に

平
成
２４
年
に
言
い
渡
さ
れ
た

税
務
判
決
の
う
ち
、
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ

Ｓ
の
税
法
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
収

録
さ
れ
て
い
る
税
務
判
決
数

は
、
平
成
２４
年
１２
月
１０
日
現
在
、

ま
だ
、
３２
件
で
す
。
今
回
は
、

こ
の
３２
件
を
分
析
し
ま
す
。

１
、
判
決
書
の
入
手

に
つ
い
て

情
報
公
開
法
に
基
づ
い
て
、

行
政
機
関
に
行
政
文
書
の
開
示

請
求
を
行
う
場
合
に
は
、
税
務

雑
誌
や
、
新
聞
の
記
事
な
ど
か

ら
、
判
決
書
を
保
有
し
て
い
る

と
推
察
さ
れ
る
国
税
局
に
、
該

当
す
る
判
決
書
を
保
有
し
て
い

る
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
、
回

答
を
待
っ
て
開
示
請
求
書
を
郵

送
し
ま
す
。

情
報
公
開
法
に
基
づ
い
て
開

示
請
求
を
行
っ
て
も
、
開
示
さ

れ
る
ま
で
に
非
常
に
時
間
が
か

か
る
点
は
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

例
え
ば
、
東
京
国
税
局
の
ケ

ー
ス
で
は
、
通
常
の
開
示
期
間

は
開
示
請
求
か
ら
３０
日
（
情
報

公
開
法
１０
①
）
で
す
が
、
多
く

の
場
合
、
大
量
で
あ
る
と
か
、

開
示
情
報
・
不
開
示
情
報
の
審

査
に
相
当
時
間
を
要
す
る
こ
と

か
ら
、
事
務
処
理
が
困
難
と
な

る
た
め
、
な
ど
と
い
う
理
由
に

よ
り
、
６０
日
（
同
条
②
）
と
さ

れ
、
そ
れ
以
上
の
日
数
（
同
法

１１
条
）
を
か
け
て
漸
く
入
手
で

き
る
と
い
う
こ
と
も
稀
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

判
決
の
入
手
経
路
は
、
タ
イ

ト
ル
欄
に
【
情
報
公
開
法
第
９

条
第
１
項
に
よ
る
開
示
情
報
】

と
か
【
判
例
時
報
２
１
４
５
号

１７
頁
】
な
ど
と
表
示
し
て
い
ま

す
。

★
情
報
の
出
典
と
し
て
、
何
も

表
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
会
員
か
ら
提
供
さ

れ
た
貴
重
な
判
決
で
す
。

２
、
判
決
書
入
手
先

の
内
訳

入
手
先
別
の
内
訳
は
左
記
の

と
お
り
で
す
。

３
、
補
佐
人
税
理
士

の
関
与

平
成
２４
年
言
渡
し
の
判
決
の

う
ち
、
補
佐
人
税
理
士
が
関
与

し
て
い
た
事
件
は
何
件
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
そ
の
う
ち
、
課
税
処

分
の
全
部
又
は
一
部
が
取
り
消

さ
れ
た
事
件
は
、
何
件
で
し
ょ

う
か
。

確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
検
索
方
法
】

検
索
条
件
①

平
成
２４
年
の
判
決

今
年
、
言
い
渡
さ
れ
た
判
決

を
探
す
方
法
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。
一
般
検
索
を
選
び
ま

す
。

【
税
区
分
】
そ
の
他
以
外
の
全

税
目

【
検
索
範
囲
】
判
決

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

Ｚ
（
前
方
一
致
）（
法
令
コ
ー

ド
）

※
注
意

Ｚ
は
、
半
角
・
大
文
字

【
検
索
期
間
】

★
検
索
結
果
は
３２
件
で
し
た
。

検
索
条
件
②

補
佐
人
税
理
士
関
与
事
件

前
記
①
の
検
索
結
果
３２
件
の

う
ち
、
補
佐
人
税
理
士
が
関
与

し
て
い
た
事
件
に
絞
り
込
む
方

法
で
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
欄
の
２
行
目

に
、【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
補
佐
人

税
理
士
、
と
入
力
し
ま
す
。

★
検
索
結
果
は
１０
件
で
し
た
。

検
索
条
件
③

前
記
①
②
の
条
件
を
満
た
し

た
結
果
の
１０
件
の
う
ち
、
全
部

又
は
一
部
が
取
り
消
さ
れ
た
事

件
を
求
め
ま
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
欄
の
３
行
目

に
、
【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
部
取
消

し
、
（
後
方
一
致
）（
キ
ー
ワ
ー

ド
）
と
し
て
検
索
し
ま
す
。

★
検
索
結
果
は
５
件

つ
ま
り
、
平
成
２４
年
に
言
い

渡
さ
れ
た
税
務
判
決
３２
件
の
う

ち
、
補
佐
人
税
理
士
が
関
与
し

て
い
た
判
決
は
１０
件
、
そ
の
う

ち
、
課
税
処
分
の
全
部
又
は
一

部
が
取
り
消
さ
れ
た
判
決
は
５

件
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た

（
平
２４
・
１２
・
１０
現
在
）
。

４
、
検
索
結
果

の
確
認

で
は
、
こ
の
補
佐
人
が
関
与

し
、
全
部
又
は
一
部
勝
訴
し
た

５
件
を
確
認
し
て
み
ま
し
ょ

う
。ど

ん
な
こ
と
が
、
確
認
で
き

た
で
し
ょ
う
か
。

①
Ｈ
２４
―
０４
―
２７
東
京
地
裁
、

所
得
税
、
Ｚ
８
８
８
―
１
６
５

３
（
全
部
取
消
し
）（
確
定
）

租
税
特
別
措
置
法
２５
条
に
規

定
す
る
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る

農
業
所
得
の
免
税
特
例
に
お
け

る
２
か
月
以
上
飼
育
の
要
件
に

該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
事
例

②
Ｈ
２４
―
０２
―
２８
大
阪
地
裁
、

所
得
税
、
Ｚ
８
８
８
―
１
６
３

６
（
全
部
取
消
し
）（
確
定
）

原
告
は
債
務
免
除
を
受
け
る

直
前
に
お
い
て
資
力
を
喪
失
し

て
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
著

し
く
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
債

務
免
除
の
額
が
原
告
に
と
っ
て

そ
の
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
部
分
の
金

額
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
債
務

免
除
益
に
つ
い
て
は
基
本
通
達

３６－

１７
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と

解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
事
例

③
Ｈ
２４
―
０９
―
１９
東
京
高
裁
、

所
得
税
、
Ｚ
８
８
８
―
１
６
８

５
（
一
部
取
消
し
）（
上
告
受
理

申
立
て
）

弁
護
士
会
等
の
目
的
や
そ
の

活
動
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
弁

護
士
会
等
の
役
員
等
が
、
①
所

属
す
る
弁
護
士
会
等
又
は
他
の

弁
護
士
会
等
の
公
式
行
事
後
に

催
さ
れ
る
懇
親
会
等
、
②
弁
護

士
会
等
の
業
務
に
関
係
す
る
他

の
団
体
と
の
協
議
会
後
に
催
さ

れ
る
懇
親
会
等
に
出
席
す
る
場

合
で
あ
っ
て
、
そ
の
費
用
の
額

が
過
大
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

と
き
は
、
社
会
通
念
上
、
そ
の

役
員
等
の
業
務
の
遂
行
上
必
要

な
支
出
で
あ
っ
た
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

事
例こ

の
事
件
に
お
け
る
「
弁
護

士
会
等
の
役
員
等
と
し
て
の
活

動
に
要
し
た
費
用
で
あ
っ
て

も
、
こ
れ
が
、
弁
護
士
と
し
て

行
う
、
事
業
所
得
を
生
ず
べ
き

業
務
の
遂
行
上
必
要
な
支
出
で

あ
れ
ば
、
そ
の
事
業
所
得
の
一

般
対
応
の
必
要
経
費
に
該
当
す

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と

判
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
じ
よ

う
に
士
業
の
役
員
等
と
し
て
活

躍
さ
れ
て
い
る
多
く
の
税
理
士

・
弁
護
士
等
か
ら
高
く
評
価
さ

れ
て
い
ま
す
。

④
Ｈ
２４
―
０６
―
２１
東
京
地
裁
、

相
続
税
、
Ｚ
８
８
８
―
１
６
６

４
（
全
部
取
消
し
）（
確
定
）

庭
内
神
し
と
そ
の
敷
地
と
は

別
個
の
も
の
で
あ
り
、
庭
内
神

し
の
移
設
可
能
性
も
考
慮
す
れ

ば
、
敷
地
が
当
然
に
「
こ
れ
ら

に
準
ず
る
も
の
」
に
含
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理

由
と
し
て
こ
れ
を
一
律
に
排
除

す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
社
会

通
念
上
一
体
の
物
と
し
て
日
常

礼
拝
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
程

度
に
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
相
当
範
囲
の
敷
地
や
附
属
設

備
も
、
そ
の
設
備
と
一
体
の
物

と
し
て
「
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
」
に
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

⑤
Ｈ
２４
―
０３
―
２２
福
岡
高
裁
、

消
費
税
、
Ｚ
８
８
８
―
１
６
３

９
（
一
部
取
消
し
）（
確
定
）

本
件
承
諾
書
取
引
は
、「
資

産
の
譲
渡
等
」
で
あ
り
、「
課

税
資
産
の
譲
渡
等
」
で
あ
っ

て
、
こ
れ
と
裏
腹
の
関
係
に
あ

る
「
課
税
仕
入
れ
」
に
該
当
す

る
か
ら
、
本
件
処
分
の
う
ち
、

承
諾
書
取
引
を
不
課
税
取
引
で

あ
る
と
し
て
行
っ
た
課
税
処
分

に
係
る
部
分
に
つ
い
て
は
違
法

で
あ
る
か
ら
、
取
り
消
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
判
断
さ
れ
た
事
例

お
わ
り
に

③
の
弁
護
士
会
役
員
の
交
際

費
訴
訟
の
弁
護
士
５４
名
、
補
佐

人
税
理
士
１１
名
と
い
う
鉄
壁
の

メ
ン
バ
ー
を
始
め
と
し
て
、
税

務
訴
訟
を
専
門
分
野
と
す
る
弁

護
士
と
、
税
務
の
専
門
家
で
あ

る
補
佐
人
税
理
士
と
の
協
働
の

成
果
が
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ

る
検
索
結
果
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

朝
倉

洋
子
〔
目
黒
〕

検
索
方
法
が
判
ら
な
い
と
き
は

０
３
―
５
４
９
６
―
１
４
１
６

へ
ど
う
ぞ
。
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